
死刑執行始末書 56件の紹介

1947年 7 月 ~1949年12月ー一

永田 憲史

日本では，死刑の執行方法が法令で詳細に規定されていない。 しかも，政府は死刑執

行についての情報を明らかにすることに消極的であり，死刑執行はそのほとんど全てが

ベールに包まれてきた叫

こうした中，筆者は，第二次世界大戦終戦後，連合国最高司令官総司令部 (General

Headquarters, the Supreme Commander for the Allied Powers; GHQ/SCAP)が我が国

を占領・支配していた時期に，日本政府が英語で作成し，連合国最高司令官総司令部に

提出していた死刑執行起案書及び46件の死刑執行始末書などを入手し，公表した見

このたび，新たに56件の死刑執行始末書を発見及び入手することができた。今回入手

した文書も，既に公表した文書と同様の方法で入手した。すなわち，連合国最高司令官

総司令部が収集及び保管していた文書はアメリカ合衆国の国立公文書館に原本が収蔵さ

れている。その原本をマイクロフィッシュで複写したものが我が国の国立国会図書館憲

政資料室に日本占領関係資料の一部として収蔵されている。筆者はこのマイクロフィッ

シュを利用して文書を入手した。なお付言すると，今回発見された文書は全てアメリカ

合衆国の国立公文書館及び我が国の国立国会図書館で公開されていた資料であって，複

製は可とされており，その入手は適法かつ適正に行なわれている。

今回発見及び入手された文書は，連合国最高司令官総司令部参謀第 2部 (G2) が保

管していたものである。連合国最高司令官総司令部記録 (GHQ/SCAPRecords) 3)の

ボックス番号340番，フォルダ一番号28番であり，我が国の国立国会図書館が付した

フォルダーの表題は「執行 (Executions)」である叫 原本が作成又は保管された時期

1) 詳細については，拙著『GHQ文書が語る日本の死刑執行ーー公文書から迫る絞

首刑の実態ー一』 （現代人文社， 2013)13-14頁参照。

2) 拙著・前掲注(1)39-131頁。

3) RG 331, National Archives and Records Service. 

4) 分類番号は424番とされている。
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死刑執行始末書56件の紹介

は1947年 2月乃至1949年11月と表記されている。総数は544枚である。

翻訳に当たっては，原則として原本の記載を忠実に再現することを心掛けた。但し，

スペルミスや明らかな誤記と思われる部分については例外的に修正を施した。整理番号

については，既に公表した46件の死刑執行始末書と区別するため，執行順に101番から

番号を付した。原本の画像データについては，比較的鮮明なものを例として掲載した。

また，手書きのものについても特徴的であることから掲載した。いずれも，原本は全く

マスキングされていないものの，個人情報保護の観点から一部をマスキングした。

今回紹介する死刑執行始末書及び関連文書の分析については，別の機会に譲ることと

したい。
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関法第63巻第6号

●死刑執行始末書【整理番号 101】

1947年7月5日

差出人： 名古屋刑務所長 古橋浦四郎

宛先： 司法省行刑局長 岡田善一様

執行に関する報告

本籍地： 朝鮮00道00郡00面00。

現住所： 住所不定。

氏名： J. N. こと T.N. 

生年月日： 1922年11月00日。 〈訳者注： 24歳〉

職業： 無職。

1. 罪名： 強盗殺人。

2. 判決： 1947年 1月31日名古屋控訴院において死刑判決を受け、同判決は1947年

2月2日に確定した。

3. 執行日： 1947年 7月3日午前10時24分。

4. 執行立会者： 名古屋高等検察庁検察官 000 000。 名古屋高等検察庁

事務官 000 000。

5. 執行状況： 1947年 7月 3日午前 9時45分、被収容者は舎房より刑場に移され、

司法省事務官000 000より 、司法大臣の命令及び名古屋高等検察庁検事長

000 000の指示によ って執行が本日行われることが告げられた。

【2ページ目なし】
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死刑執行始末書56件の紹介

●死刑執行始末書【整理番号 102】

名古屋刑務所

宛先： 司法省行刑局長 岡田善一様

件名： 執行に関する報告

氏名： N.N. 

生年月日： 1926年 6月00日。 《訳者注： 21歳〉

本籍地： 00県00郡00村ooxx番地。

現住所： 00県00郡00村ooxx番地。

職業： 木炭職人。

罪名： 強盗殺人。

1947年7月23日

判決： 死刑は名古屋控訴院で1946年10月16日に言渡され、1946年10月22日に判決が

確定した。

執行日： 1947年 7月19日午前10時35分。

執行立会者：

名古屋高等検察庁検察官 000 000。

名古屋高等検察庁事務官 000 000。

遺体の取扱及び受取人：

監獄法74条に従い、遺体は上記住所で暮らす被執行者の実父である000 0 

00により 受け取られた。
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名古屋刑務所長

古橋浦四郎



関法第63巻第 6号

●死刑執行始末書【整理番号 103】

宮城刑務所

宛先： 司法省行刑局長 岡田善一様

件名： 執行に関する報告

氏名： M.S. 

生年月日： 1923年 6月00日。 〈訳者注： 24歳〉

職業： 無職。

本籍地： 00県00市00町xx番地。

現住所： 00県00市00町xx番地。

罪名： 強盗殺人。

前科： なし。

判決： 第 1審。

1946年 5月27日 仙台地方裁判所。

第 2審。

1946年11月28日 仙台控訴院。

1946年12月12日 判決確定。

執行日： 午前 9時26分 ） 

午前 9時40分15秒

執行立会者：

仙台高等検察庁検察官

000 000。

【2ページ目なし】

) 1947年 9月5日。

） 
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死刑執行始末書56件の紹介

●死刑執行始末書【整理番号 104】

名古屋刑務所

宛先： 司法省行刑局長 岡田善一様

件名： 執行に関する報告

本籍地： 00市00区00町〇丁目 xx番地。

現住所： 同上。

氏名： H.O. 

生年月日： 1924年 9月00日。 《訳者注： 23歳〉

職業： 00鉄道00作業場の予備部品部門の熟練の職人。

罪名： 強盗殺人。

判決日及び裁判所：

第 1審、 1946年12月23日 名古屋地方裁判所。

第 2審、 1947年 3月11日 名古屋控訴院。

判決確定、 1947年 3月18日。

執行日： 1947年 9月17日午前10時1・s分。

執行立会者： 名古屋地方検察庁検察官 000 000。

名古屋地方検察庁事務官 000 000。

存命中の通信：

面会： 母000 000及び父 000 000と5回。

手紙： 両親及び弟との間に数回。

遺体の取扱： 監獄法74条に従い、遺体は当所に赴いて希望した実母000 000 

に受け取られた。
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名古屋刑務所長

古橋浦四郎



関法第63巻第 6号

●死刑執行始末書【整理番号 105】

広島刑務所

1947年10月27日

宛先： 司法省行刑局長 岡田善一様

件名： 執行に関する報告

氏名： M.Y. 

生年月日： 1908年 8月00日。 〈訳者注： 39歳》

本籍地： 00県00市OOXX番地。

職業： 船員。

罪名： 窃盗、強盗殺人。

裁判所： 山口地方裁判所。

第 1審判決日： 1946年 6月26日 （死刑） 。

控訴日： 1946年 7月 1日。

控訴取下げ日： 1946年 8月14日 （判決確定）

執行日： 1947年10月27日午前 9時25分。

執行立会者： 広島高等検察庁検察官 000 000。

広島高等検察庁事務官 000 000。

遺体の取扱： 被執行者の実兄である000 000に遺体を受け取るよう通知したと

ころ、同人が遺体を受け取ることができない旨申し述べたため、遺体は監

獄法75条に従い、 00大学に送られた。
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広島刑務所長

すやま すえしち



死刑執行始末書56件の紹介

●死刑執行始末書【整理番号 106】

宮城刑務所

宛先： 司法省行刑局長 岡田善一様

件名： 執行に関する報告

氏名： H.K. こと K.H. T. 

生年月日： 1923年 4月00日。 《訳者注： 24歳〉

本籍地： 朝鮮00道00郡00面00里。

現住所： 路上生活者。

罪名： 戦時強盗殺人及び戦時放火。

判決日： 第 1審： 1946年 2月27日 秋田地方裁判所。

第 2審： 1946年 5月17日 宮城控訴院。

1946年 5月23日判決確定。

前科： なし。

執行日： 1947年10月28日。

午前 9時17分開始

午前 9時31分20秒終了。

執行立会者： 仙台高等検察庁検察官 000 000。

仙台高等検察庁事務官 000 000。

1947年10月29日

遺体の取扱： 日本に親族及び知人がいなかったため、遺体は00大学に送られる予

定である。

存命中の通信： なし。
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宮城刑務所長

かわかみ いさみ



関法第63巻第6号

●死刑執行始末書【整理番号 107】

宮城刑務所

宛先： 司法省行刑局長 岡田善一様

件名： 執行に関する報告

氏名： K. K. 

生年月日： 1918年 5月00日。 〈訳者注： 29歳〉

本籍地： 00県00郡00村ooxx番地。

現住所： 路上生活者。

職業： なし。

罪名： 窃盗、戦時強盗殺人。

裁判所及び判決日：

第 1審ー 1946年 6月10日 東京地方裁判所。

第 2審ー 1946年11月30日東京控訴院。

第 3審ー 1947年 4月10日大審院。

前科：

1) 窃盗及び詐欺により懲役10月（東京区裁判所）

2) 窃盗及び詐欺により懲役 1年 6月（名古屋区裁判所）

3) 〈占有離脱物？ 〉横領により懲役 6月（名古屋区裁判所）

4) 窃盗により懲役 2年 6月（岐阜区裁判所）

執行日： 1947年10月29日

午前 9時28分開始

午前 9時38分45秒終了。

執行立会者：

仙台地方検察庁検察官 000 000。

仙台地方検察庁事務官 000 000。

【2ページ目なし】
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死刑執行始末書56件の紹介

●死刑執行始末書【整理番号 108】

広島刑務所

宛先： 法務庁行刑局長 岡田善一様

件名： 執行に関する報告

氏名： R. H. 

生年月日： 1921年 6月00日。 〈訳者注： 26歳》

本籍地： 00県00市00町ooxx番地。

現住所： 00県00市00町00。

職業： 炭鉱夫。

罪名： 強盗殺人及び同未遂。

裁判所： 長崎地方裁判所。

第 1審判決日： 1946年12月28日。

控訴取下げ日： 1947年 2月13日。

執行日： 1947年10月30日。

午前 9時 8分開始。

午前 9時25分死亡。

午前 9時30分終了。

執行立会者：

広島高等検察庁検察官 000 000。

広島高等検察庁事務官 000 000。

1947年10月31日

遺体の取扱： 遺体を引き取るよう同人の実父に知らせたものの、引き取ることができ

ないとの返答を得たため、遺体は、監獄法75条に従い、 00大学に送ら

れた。
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広島刑務所長

すやま すえしち



関法第63巻第 6号

●死刑執行始末書（原本）【整理番号 108】

膚
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死刑執行始末書56件の紹介

●死刑執行始末書【整理番号 109】

宛先： 行刑局長 岡田善一様

件名： 執行に関する報告

1. 本藉地：

広島刑務所

00県00郡00町ooxx番地。

現住所 ：

00県00郡00町xx番地 000 000方。

職業：

船員。

氏名：

J. N. 

生年月日：

1921年8月00日。 《訳者注： 26歳〉

2. 罪名：

艦船侵入、強盗殺人。

3. 判決日及び裁判所名

第 1審： 1946年 9月27日 長崎地方裁判所。

第 2審： 1946年12月13日 福岡控訴院。

判決確定日： 1946年12月19日。

4. 前科： なし。

5. 執行日： 1947年12月15日。

開始：午前 9時39分。

死亡：午前 9時53分40秒。

終了： 午前 9時58分40秒。

6. 執行立会者：

広島地方検察庁検察官 000 000。

【2ページ目なし】
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関法第63巻第 6号

●死刑執行始末書【整理番号 110】

広島刑務所

宛先： 矯正保護局長 古橋浦四郎様

件名： 執行に関する報告

氏名： S. K. 

生年月日： 1918年11月00日。 〈訳者注： 29歳〉

本籍地： 00県00郡00村ooxx番地。

現住所： 住所不定。

職業： 無職。

罪名： 窃盗、強盗殺人、公務執行妨害及び殺人未遂。

裁判所及び判決日：

1947年 2月3日 大分地方裁判所。

前科：

1948年7月30日

1. 窃盗及び詐欺 ー 1939年 3月16日兵庫県龍野区裁判所により懲役10月。

2. 横領 ー 1939年 3月25日兵庫県龍野区裁判所により懲役10月。

執行日： 1948年 7月27日午前 9時32分～午前 9時51分。

執行立会者： 広島地方検察庁検察官 000 000。

広島地方検察庁事務官 000 000。

遺体の取扱： 遺体の受け取りのために、電報が000000 (父）に送られた。しかし、

遺体を受け取らないという返答があった。そのため、遺体は、 00大学医学部に送

られた。

存命中の通信： 面会： 父と 3回。

信書の発信： 父へ 5回。

同人の父へ発信される手紙は、同人の後悔が言及されていた。

特記事項： なし。

(T. K. による翻訳）
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広島刑務所長

すやま すえしち



死刑執行始末書56件の紹介

●死刑執行始末書【整理番号 111】

宮城刑務所

宛先： 法務庁矯正保護局長 古橋浦四郎様

差出人： 宮城刑務所長

件名： 執行に関する報告

氏名： N.O. 

生年月日： 1923年 6月00日。 《訳者注： 25歳〉

本籍地： 00県00郡ooxx番地。

現住所： 00県00郡00村ooxx番地。

職業： 会社員。

罪名： 強盗、殺人、強盗未遂、殺人及び強姦。

裁判所及び判決日：

第 1審： 1946年 3月11日 東京地方裁判所。

第 2審： 1946年11月12日 東京控訴院。

判決確定： 1947年 4月 9日。

前科： なし。

執行日： 1948年 8月25日午前 9時48分～午前10時00分。

執行立会者： 仙台地方検察庁検察官000 000 

仙台地方検察庁事務官000 000。

1948年8月28日

遺体の取扱： 同人の死亡直前の願いにより、被執行者の遺体は解剖実習のため00

大学医学部に送られた。

存命中の通信：

通信なし。

特記事項：

なし。

（翻訳/T.くらた）
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宮城刑務所長

かわかみ いさむ



関法第63巻第6号

●死刑執行始末書【整理番号 112】

大阪拘置所

宛先： 法務庁矯正保護局長 古橋浦四郎様

差出人： 大阪拘置所所長 ほんだせいいち

件名： 執行に関する報告

氏名： H.F. 

生年月日： 1906年 2月00日。 〈訳者注： 42歳〉

本籍地： 00県00郡00村ooxx番地。

現住所： 住所不定。

職業： 無職。

罪名： 強盗、殺人、傷害、殺人未遂、窃盗及び逃走。

裁判所及び判決日：

第 1審： 1947年 3月18日 神戸地方裁判所。

第 2審及び判決確定： 1947年 5月19日。

前科： 8犯。

執行日： 1948年 8月26日午前10時52分～午前11時04分。

執行立会者： 大阪高等検察庁検察官 000 000。

大阪高等検察庁事務官 000 000。
遺体の取扱：

1948年8月26日

同人の弟000 000の要望により、被執行者の遺体は、 00大学医学部に送

られた。

存命中の通信：

被執行者の実家には、年老いた父、弟の家族が居住していた。同人の父は被執行

者を勘当した。弟は存命中に同人を訪れた。

特記事項： なし。

(T. & T./ T. K.) 
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大阪拘置所長

ほんだせいいち



死刑執行始末書56件の紹介

●死刑執行始末書【整理番号 113】

広島刑務所

宛先： 法務庁矯正保護局長 古橋浦四郎様

差出人： 広島刑務所長すやま すえしち

件名： 死刑判決執行に関する報告

氏名： M.S. 

生年月日： 1923年 1月00日。 〈訳者注： 25歳〉

本籍地： 00県00郡00村字00。
現住所： 00市00区00町〇丁目 xx番地 000 000方。
職業： 無職。

罪名： 強盗殺人。

裁判所及び判決日：

1946年11月20日 広島控訴院。第 2審。

1947年 3月24日 大審院 （上告棄却）。

前科：

1948年10月6日

窃盗のため、 1943年 6月11日より 1944年 4月4日まで姫路少年刑務所にて服役（仮

出獄により釈放） 。

執行日： 1948年10月 5日午前10時 4分～午前10時24分。

執行立会者： 広島高等検察庁検察官 000 000。
広島高等検察庁事務官 000 000。

遺体の取扱：

遺体を受け取ることができるかどうかを尋ねる電報が同人の本籍地に居住する同

人の父000 000に送られた。000 000が遺体を受け取ることを求めな

いと返答したため、遺体は00大学に送られた。

存命中の通信：

面会はなかったものの、 2通の手紙が発信され、 1通の手紙が受信された。

特記事項：

共犯者の000 000は強盗殺人のために無期懲役の判決を受け、 1946年11月22

日より広島刑務所に服役中である。

- 495 - (2187) 

広島刑務所長

すやま すえしち



関法第63巻第6号

●死刑執行始末書【整理番号 114】

写

宮城刑務所

1948年10月18日

宛先： 法務庁矯正保護局長 古橋浦四郎様

差出人： 宮城刑務所長かわかみ いさむ

件名： 執行に関する報告

氏名： G. T. 

年齢： 50歳。

本籍地： 00市00町〇丁目 xx番地。

現住所： 同上。

職業： 庭師。

罪名： 強盗殺人、殺人未遂。

裁判所及び判決：

第 1審： 1947年7月22日 横浜地方裁判所。

第2審： 1947年3月24日 東京控訴院。

判決確定日： 1947年10月 7日。

前科： 詐欺のため懲役 8月。

執行日： 1948年10月15日午前 9時32分～午前 9時47分。

執行立会者： 仙台地方検察庁検察官 000 000。
仙台地方検察庁事務官 000 000。

遺体の取扱：

被執行者の意思により、遺体は、解剖実習の目的のため、 00大学に送られた。

遺骨は被執行者の兄000 000に渡されることとなろう 。

存命中の通信：

なし。

特記事項：

なし。

(T. T. IT. K.) 

本始末書は

1948年11月24日に到着した。

- 496 - (2188) 

宮城刑務所長

かわかみ いさむ



死刑執行始末書56件の紹介

●死刑執行始末書【整理番号 115】

写

広島刑務所

宛先： 法務庁矯正保護局長古橋浦四郎様

差出人： 広島刑務所長すやま すえしち

件名： 執行に関する報告

氏名： S. I. 

生年月日： 1917年 3月00日。 《訳者注： 31歳〉

本籍地： 00県00郡00村ooxx番地。

現住所： 住所不定。

職業： 無職。

罪名： 強盗殺人。

裁判所及び判決日：

第 1審： 1946年12月26日 福岡地方裁判所久留米支部。

第 2審： 1947年 3月13日 福岡控訴院。

前科：

なし。

執行日： 1948年10月20日午前 8時53分～午前 9時15分。

執行立会者： 広島地方検察庁検察官 000 000。
広島地方検察庁事務官 000 000。

遺体の取扱：

1948年10月20日

死体を引き取ることができるかどうか尋ねる電報が被執行者の弟である000 00 
0に送られた。死体を引き取ることを望まないという返答がもたらされた。それゆえ、

遺体は、監獄法75条に従い、 00大学に送られた。

存命中の通信：

面会はなかったものの、弟である000 000と被執行者の間に手紙のやり取りが

あった（発信13通、受信 5通） 。

弟である000 000は、 s.I. の健康をいつも心配しており、「000 000が家

族の面倒を見るので、私たち家族のことは心配いりませんから、 S.I. はご自愛なさい

ますよう」と伝えていた。

特記事項： 同人の共犯者 (R.0.) も同日に執行された。

【2ページ目なし】

- 497 - (2189) 



関法第63巻第6号

●死刑執行始末書【整理番号 116】

写

広島刑務所

宛先： 矯正保護局長 古橋浦四郎様

差出人： 刑務所長すやま すえしち

件名： 執行に関する報告

氏名： RO. 

生年月日： 1916年 7月00日。 〈訳者注： 32歳〉

本籍地： 00県00郡00町xx番地。

現住所： 住所不定。

職業： 無職。

罪名： 強盗殺人。

裁判所及び判決日：

第 1審： 1946年12月26日 福岡地方裁判所。

第 2審： 1947年 3月13日 福岡控訴院。

前科：

なし。

執行日： 1948年10月20日午前10時11分～午前10時32分。

執行立会者： 広島地方検察庁検察官 000 000。
広島地方検察庁事務官 000 000。

1948年10月20日

遺体の取扱： 遺体を引き取ることができるかどうか被執行者の本籍地に居住する同人

の父である000 000電報が送られた。

遺体を引き取ることを望まないという返答がもたらされた。それゆえ、遺体は監獄法75条

に従い、 00大学に送られた。

存命中の通信：

なし。

特記事項：

同人の共犯者 (S.I.) は1948年10月20日に執行された。

(T. & T.IT. K.) 

- 498 - (2190) 

広島刑務所長

すやま すえしち



死刑執行始末書56件の紹介

●死刑執行始末書【整理番号 117】
写

広島刑務所

宛先： 法務庁矯正保護局長 古橋浦四郎様

差出人： 広島刑務所長すやま すえしち

件名： 執行に関する報告

氏名： S. A. 
生年月日： 1916年 8月00日。 〈訳者注： 32歳〉
本籍地： 00府00市00町xx番地。

現住所： 00県〇〇郡00村ooxx番地。

職業： 木こり 。

罪名： 強盗殺人。

裁判所及び判決日：

第 1審： 1947年 4月21日 福岡地方裁判所飯塚支部。

第 2審： 1947年10月2日 福岡高等裁判所。

前科：

罪名： 尊属殺。

裁判所及び公判日： 1934年 2月28日 大阪地方裁判所。

判決： 懲役5年以上10年以下。

判決開始： 1934年 3月 8日。

1948年10月26日

釈放日：仮出獄により小田原少年刑務所を1940年12月25日。

執行日： 1948年10月26日午前 9時41分～午前 9時58分。

執行立会者： 広島地方検察庁検察官 000 000。
広島地方検察庁事務官 000 000。

遺体の取扱：

被執行者の母である000 000に遺体を取りに来るか否か尋ねる電報が送ら

れた。遺体を引き取ることは望まないという返答がなされた。それゆえ、遺体は監獄法

75条に従い、 00大学に送られた。

存命中の通信：

2通の手紙が000 000 (兄）に宛てて書かれた。

1通の手紙がXXX XXX  (《意味不明》）に宛てて書かれた。

被執行者は 3通の手紙を000 000及びXXX XXXから受け取った。

しかし、面会は全くなかった。

特記事項： なし。

(T. & T.IT. K.) 

- 499 - (2191) 

広島刑務所長

すやま すえしち



関法第63巻第6号

●死刑執行始末書【整理番号 118】

写

大阪拘置所

1948年11月2日

宛先： 法務庁矯正保護局長古橋浦四郎様

差出人： 大阪拘置所長 ほんだせいいち

件名： 執行に関する報告

氏名： Y. S. 

生年月日： 1921年10月30日。 〈訳者注： 26歳〉

本籍地： 00県00郡00村ooxx番地。

現住所： 00県00郡00町ooxx番地 000方。

職業： 無職。

罪名： 強盗殺人。

裁判所及び判決日： 1947年 4月26日 大阪控訴院。

判決確定： 1947年10月10日。

前科： なし。

執行日： 1948年10月29日午前10時42分～午前10時58分。

執行立会者： 大阪高等検察庁検察官 000 000。
大阪高等検察庁事務官 000 000。

遺体の取扱：

被執行者の父である000 000が同人の息子の遺体を受け取るつもりは

ないと述べたため、被執行者の遺体は監獄法75条に従い、 00大学医学部に送ら

れた。

存命中の通信：

6人の兄弟姉妹と両親がいた。

彼らは何度か同人に会うために訪れ、同人に手紙を書いた。

被執行者と家族の間には心の通った親密な人間関係があった。

特記事項： なし。

(T. & T./T. K.) 

- 500 - (2192) 

大阪拘置所所長

ほんだせいいち



死刑執行始末書56件の紹介

●死刑執行始末書【整理番号 119】

名古屋刑務所

1948年11月15日

宛先： 法務庁矯正保護局長 古橋浦四郎様

差出人： 名古屋刑務所長 よしだ こうき

件名： 執行に関する報告

氏名： Y. M. 

生年月日： 1919年 8月00日。 〈訳者注： 29歳》

本籍地： 00市OOXX番地。

職業： 無職。

罪名： 殺人。

判決日及び裁判所： 1947年 4月24日 名古屋控訴院。

1947年10月18日が確定判決日である。

執行日： 1948年11月11日午前10時59分 名古屋刑務所。

執行立会者：

名古屋高等検察庁検察官 000 000。

名古屋高等検察庁事務官 000 000。

前科： なし。

遺体の取扱 ：

被執行者の遺体は、 00市OOXX番地に居住する被執行者の妻である000

000に引き渡された。

存命中の通信：

被執行者の祖父及び妻と何回かの面会及び手紙のやりとりがあった。

特記事項：

過去の悪行を悔い、宗教的な誠実さを持って残りの人生を過ごしていた。

(TT/T. K.) 
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名古屋刑務所長

よしだ こうき



関法第63巻第 6号

●死刑執行始末書【整理番号 120】
福岡刑務所

1948年11月16日

宛先： 法務庁矯正保護局長 古橋浦四郎様

差出人： 福岡刑務所長 あらまき せいしゅう

件名： 執行に関する報告

氏名： (T. M. こと） 0. I. 

生年月日： 1920年 4月00日。 〈訳者注： 28歳〉

本籍地： 00県00郡00村ooxx番地。

現住所： 住所不定。

職業： 無職。

罪名： 殺人及び窃盗。

判決日及び裁判所：

第 1審： 1947年 1月31日 長崎地方裁判所。

第2審： 1947年 5月5日 福岡高等裁判所。
（ママ）

第3審： 1947年11月27日 東京高等裁判所。

前科： 1. 窃盗のため1934年11月6日佐世保区裁判所により懲役 1年以上 2年以

下。

2. 窃盗のため1937年 7月2日柳川区裁判所により懲役 1年以上 3年以下。

3. 窃盗のため、 1942年 2月？日柳川区裁判所により懲役 2年 6月。

執行日： 1948年11月11日午前11時00分～午前11時17分福岡刑務所。

執行立会者：

福岡高等検察庁検察官 000 000。
福岡高等検察庁事務官 000 000。

遺体の取扱：

遺体は、 00県〇〇郡00町ooxx番地に居住する被執行者の兄である00
0 000に引き渡された。

存命中の通信：

1通の手紙が兄000 000に宛てて書かれた。

特記事項：

なし。

(TT/TK) 

- 502 - (2194) 

福岡刑務所長

あらまき せいしゅう



死刑執行始末書56件の紹介

●死刑執行始末書（原本）【整理番号 120】

- 503 - (2195) 



関法第63巻第6号

●死刑執行始末書【整理番号 121】

名古屋刑務所

宛先： 法務庁矯正保護局長 古橋浦四郎様

差出人： 名古屋刑務所長 よしだ こうき

件名： 執行に関する報告

氏名： T.T. 

生年月日： 1925年10月00日。 〈訳者注： 23歳〉

本籍地： 00市OOXX番地。

職業： 日雇い労働者。

罪名： 強盗殺人。

判決日及び裁判所： 第 1審、 1947年 5月 9日 富山地方裁判所。

第2審、 1947年10月15日 名古屋高等裁判所。

判決確定日： 1947年12月 3日。

執行日： 1948年11月17日午前10時35分 名古屋刑務所。

執行立会者： 名古屋高等検察庁検察官 000 000。

名古屋高等検察庁事務官 000 000。

1948年11月24日

遺体の取扱： 遺体は、監獄法74条に従い、同人の意思によって被執行者の本籍地に居

住している同人の父000 000に引き渡された。

存命中の通信： 本籍地より同人の姉000及び弟000が10回ほど（？）面会に訪れ、

そのたびに「私たち家族のことはよいので、ご自愛なさい」と同人に告げ、

宗教的な誠実さを持ち、反省して残りの人生を送るよう求めた。それに加

えて、被執行者と家族との間に20回以上の通信がなされた。同人は、家

族に対し自らが犯罪を犯したことについて謝罪するのが常であった。

特記事項： 過去の悪行を悔い、宗教的誠実さ及び感謝を持って残りの人生を過ごした。

（注：原本は 2ページ】
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死刑執行始末書56件の紹介

●死刑執行始末書【整理番号 122】

宮城刑務所

宛先： 法務庁矯正保護局長 古橋浦四郎様

差出人： 宮城刑務所長かわかみ かん

件名： 執行に関する報告

氏名： A.S. 

生年月日： 1921年10月00日。 《訳者注： 27歳〉

本籍地： 00県00市00町xx番地。

現住所： 住所不定。

職業： 無職。

罪名： 強盗殺人及び窃盗。

判決日及び裁判所： 第 1審： 1947年11月21日 甲府地方裁判所。

1948年11月29日

第 2審及び判決確定： 1949年12月19日 控訴取下げ。

前科： なし。

執行日： 1948年11月25日午前 9時50分～午前10時5分。

執行立会者： 仙台地方検察庁検察官 000 000。

仙台地方検察庁事務官 000 000。

遺体の取扱： 遺体を引き取るよう求める電報が被執行者の年老いた母である000

000に送られた。しかし、返答はなかった。それゆえ、遺体は、 00大

学医学部に送られた。

存命中の通信： なし。

特記事項： なし。

Tl?. R. 

7/1/49 
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宮城刑務所長

かわかみかん



関法第63巻第6号

●死刑執行始末書【整理番号 123】

大阪拘置所

1948年11月26日

宛先： 法務総裁殖田俊吉様

差出人： 大阪拘置所長 ほんだせいいち

件名： 執行に関する報告

氏名： KU. 

生年月日： 192?3年11月00日。 〈訳者注： 25歳〉

本籍地： 00県00郡00村ooxx番地。

現住所： 同上。

職業： 無職。

罪名： 住居侵入、窃盗、強盗殺人、強盗致傷及び放火。

判決日及び裁判所： 第 1審： 1947年 6月17日 大阪高等裁判所。

第 2審： 1947年12月 4日 最高裁判所。

上告棄却、判決確定。

前科 2犯。

執行日： 1948年11月25日午前10時55分～午前11時 8分40秒大阪拘置所。

執行立会者： 大阪高等検察庁検察官 000 000。

大阪高等検察庁事務官 000 000。

遺体の取扱： 被執行者の遺体を引き渡すよう求める者はいなかった。それゆえ、存命

中の被執行者の要望に従い、解剖実習に供するため、遺体は00大学医

学部に送られた。

存命中の通信： 被執行者の実家には長兄とその妻、その 2人の子と同人の 2人の妹が

いた。被執行者は何度かの面会と手紙を受け取っており、被執行者と

家族との間には心の通った親密な関係があった。

【2ページ目なし】
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死刑執行始末書56件の紹介

●死刑執行始末書【整理番号 124】

名古屋刑務所

1948年11月29日

宛先： 法務庁矯正保護局長 古橋浦四郎様

差出人： 名古屋刑務所長 よしだ こうき

件名： 執行に関する報告。

氏名： (K. Y. こと） 0. A. 

生年月日： 1889年 8月00日。 〈訳者注： 59歳〉

本籍地： 00県00郡00村ooxx番地。

職業： 無職。

罪名： 強盗殺人。

判決日及び裁判所： 1947年 5月15日 名古屋高等裁判所。
（ママ）

1947年11月21日 東京高等裁判所。

上告棄却、判決確定。

執行日： 1948年11月28日午前10時41分 名古屋刑務所。

執行立会者： 名古屋高等検察庁検察官 000 000。

名古屋高等検察庁事務官 000 000。

遺体の取扱： 被執行者の意思及び家族の要望により、遺体は、監獄法施行規則179条

に従い、解剖実習のため、 00大学病院に送られた。

存命中の通信： 被執行者は、法的には結婚していない妻から、「私たち家族のことは

よいので、ご自愛ください」と書かれた50通乃至60通の手紙を受け

取った。被執行者も 、同女及び知人に対して、年老いた両親と子ども

たちの面倒を見てくれるよう手紙を書いた。何回かの面会がなされた。

特記事項： なし。

【2ページ目なし】
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関法第63巻第6号

●死刑執行始末書【整理番号 125】

福岡刑務所

宛先： 法務庁矯正保護局長 古橋浦四郎様

差出人： 福岡刑務所長 あらまき せいしゅう

件名： 執行に関する報告

氏名： S. C. 

生年月日： 1912年 2月00日。 〈訳者注： 36歳〉

本籍地： 00県00郡00村ooxx番地。

現住所： 同上。

職業： 農業及び家畜《文字不鮮明〉。

罪名： 強盗殺人及び放火。

判決日及び裁判所：

第 1審： 1946年 9月14日 宮崎地方裁判所。

第 2審： 1947年 1月16日 福岡控訴院。
（ママ）

〈文字不鮮明〉： 1947年11月 6日 東京高等裁判所。

前科： なし。

執行日： 1948年11月30日午前11時～午前11時11分福岡刑務所。

執行立会者： 福岡高等検察庁検察官 000 000。

福岡高等検察庁事務官 000 000。

1948年12月6日

遺体の取扱： 被執行者の信念により、遺体は火葬された。遺骨は本籍地に居住する被

執行者の妻である000 000に渡された。

存命中の通信： 1通の手紙だけが同人の妻000 000と弟000 000に書か

れた。

特記事項： 1つの〈文字不鮮明〉があった。

【2ページ目なし】

- 508 - (2200) 



死刑執行始末書56件の紹介

●死刑執行始末書【整理番号 126】

宮城刑務所

宛先： 法務庁矯正保護局長 古橋浦四郎様

差出人： 宮城刑務所長かわかみ かん

件名： 執行に関する報告

氏名： s. Y. 

生年月日： 1888年11月00日。 〈訳者注： 60歳〉

1948年12月9日

本籍地： 東京都00区00町（〈文字不鮮明》における変更により、現在はxx区X

x町に変更されている） 0丁目0番0号。

現住所： 00市00区00町〇丁目 xx番地 000 000方。

職業： 無職。

罪名： 強盗殺人。

判決日及び裁判所： 第 1審、 1947年 2月17日 横浜地方裁判所。

第2審、 1947年 6月9日 東京高等裁判所。

第 3審及び判決確定、 1948年 1月28日 上告棄却。

前科： なし。

執行日： 1948年12月6日午前 9時48分～午前10時3分宮城刑務所。

執行立会者： 仙台地方検察庁検察官 000 000。

仙台地方検察庁事務官 000 000。

遺体の取扱： 00市00区00町〇丁目 xx番地に居住する被執行者の弟である00

0 000に対して遺体を引き取るよう電報が送られた。しかし、返答

はなかった。それゆえ、遺体は00大学医学部に送られた。

存命中の通信： なし。

- 509 - (2201) 

宮城刑務所長

かわかみかん



関法第63巻第6号

●死刑執行始末書【整理番号 127】

宮城刑務所

宛先： 法務庁矯正保護局長 古橋浦四郎様

差出人： 宮城刑務所長かわかみかん

件名： 執行に関する報告

氏名： I. K. 

生年月日： 1922年 4月00日。 〈訳者注： 26歳〉

本籍地： 00県00郡00町00字ooxx番地。

現住所： 住所不定。

職業： 無職。

罪名： 住居侵入及び強盗殺人。

判決日及び裁判所： 第 1審： 1947年 5月23日 横浜地方裁判所。

第 2審： 1947年10月 7日 東京高等裁判所。

1948年12月20日

第 3審及び判決確定： 1948年 3月27日 上告棄却。

前科： 1犯。

執行日： 1948年12月8日午前10時7分～午前10時19分宮城刑務所。

執行立会者： 仙台地方検察庁検察官 000 000。

仙台地方検察庁事務官 000 000。

遺体の取扱： 00県00郡00町00字ooxx番地に居住する被執行者の父である

000 000に遺体を引き取るよう電報が送られた。しかし、父の意

思により、遺体は00大学医学部に送られた。

存命中の通信： 被執行者と知人との間に1回面会がなされた。

特記事項： なし。

Tl〈文字不鮮明》

〈文字一部欠け〉

- 510 - (2202) 

宮城刑務所長

かわかみかん



死刑執行始末書56件の紹介

●死刑執行始末書【整理番号 128】

札幌刑務所

宛先： 法務庁矯正保護局長 古橋浦四郎様

差出人： 札幌刑務所長代理かさい かずなり

件名： 執行に関する報告

氏名： T.M. 

生年月日： 1918年 4月00日。 〈訳者注： 30歳〉

本籍地： 00県00郡00村字ooxx番地。

現住所： 住所不定。

職業： 無職。

罪名： 強盗殺人。

1949年2月8日

判決日及び裁判所：第 1審、 1947年 9月23日 旭川地方裁判所。第 2審、 1947年 9

月25日 札幌高等裁判所。第 3審及び判決確定、1947年12月

18日 上告棄却。

前科： なし。

執行日： 1948年12月8日午前10時51分～午前11時 7分札幌刑務所。

執行立会者： 札幌高等検察庁検察官 000 000。

札幌高等検察庁事務官 000 000。

遺体の取扱： 被執行者の意思により 、遺体は00大学医学部に送られた。

存命中の通信： 被執行者の両親は同人の幼少時に死去し、同人の人生は不幸なもので

あったが、同人の姉である000 000は血縁関係の愛情によって同

人を愛しており、そのため、面会が 1回なされるとともに、通信が多数

回なされた。

特記事項： 自らの過去の悪行を悔い、同人は宗教的な誠実さを持って残された人生を

過ごしていた。

TIS. E. 8/2/ 49 

- 511 - (2203) 

札幌刑務所長代理

かさい かずなり



関法第63巻第 6号

●死刑執行始末書【整理番号 129】

名古屋刑務所

宛先： 法務庁矯正保護局長 古橋浦四郎様

差出人： 名古屋刑務所長 よしだ こうき

件名： 執行に関する報告

氏名： M.U. 

生年月日： 1916年 1月00日。 〈訳者注： 32歳〉

本籍地： 00県00市00町xx番地。

現住所： 住所不定。

職業： 無職。

罪名： 強盗殺人。

判決日及び裁判所：

第 1審： 1947年 9月29日 名古屋高等裁判所。

1948年12月14日

第 2審及び確定判決： 1948年 5月20日 最高裁判所 （上告棄却） 。

前科： l犯

執行日： 1948年12月10日午前10時42分名古屋刑務所。

執行立会者： 名古屋高等検察庁検察官 000 000。

名古屋高等検察庁事務官 000 000。

遺体の取扱： 被執行者の意思及び家族の要望により、遺体は、監獄法施行規則179条

に従い、解剖実習のため、 00大学病院に送られた。

存命中の通信： 被執行者の実家には、年老いた両親と妹がいた。

被執行者と父の間には面会がなされなかったものの、 000 000が同人に会う

ためにやってきた。

特記事項： なし。

名古屋刑務所長

よしだこうき

Tf/TK 

1948年12月28日

- 512 - (2204) 



死刑執行始末書56件の紹介

●死刑執行始末書【整理番号 130】

大阪拘置所

宛先： 法務庁矯正保護局長 古橋浦四郎様

差出人： 大阪拘置所長 ほんだせいいち

件名： 執行に関する報告

氏名： U.S. 

生年月日： 1925年10月00日。 《訳者注： 22歳〉

本籍地： 00市00区OOX丁目 xx番地。

現住所： 同上。

職業： 大工見習。

罪名： 強盗殺人及び窃盗。

判決日及び裁判所：

第 1審： 1947年 5月26日 大阪高等裁判所。
（ママ）

第 2審： 1947年 5月28日 本件は高等裁判所に上告された。

第 3審及び判決確定： 1948年 2月12日 最高裁判所。

前科： なし。

執行日： 1948年12月10日午前11時10分～午前11時21分。

執行立会者： 大阪高等検察庁検察官 000 000。

大阪高等検察庁事務官 000 000。

1948年12月13日

遺体の取扱： 被執行者の遺体を引き渡すよう求める者はいなかった。被執行者の意思

存命中の通信：

により、遺体は監獄法施行規則179条に従い、 00大学医学部に送られ

た。

同人には年老いた両親、弟及び妹がいた。同人の父が病床にあったため、同人の父

と被執行者との間には面会はなかった。 しかし、同人の母及び妹と被執行者との間

には何回かの面会があった。同人の家族の間には親密な関係があった。

TT/TK 

- 513 - (2205) 

大阪拘置所長

ほんだせいいち



関法第63巻第 6号

●死刑執行始末書【整理番号 131】

名古屋刑務所

1948年12月14日

宛先： 法務庁矯正保護局長 古橋浦四郎様

差出人： 名古屋刑務所長 よしだ こうき

件名： 執行に関する報告

氏名： S.S. 

生年月日： 1913年 1月00日。 〈訳者注： 35歳〉

本籍地： 00市00区00町〇丁目 xx番地。

現住所： 住所不定。

職業： 無職。

罪名： 強盗殺人。
（ママ）

判決日及び裁判所： 第 1審、 1947年 9月29日 名古屋高等裁判所、
（ママ）

第 2審及び確定判決 1948年 5月20日 上告？棄却。

前科： 2犯。

執行日： 1948年12月10日午前11時37分 名古屋刑務所。

執行立会者： 名古屋高等検察庁検察官 000 000。

名古屋高等検察庁事務官 000 000。
遺体の取扱： 被執行者の意思及び家族の要望により、遺体は、監獄法施行規則179条

に従い、解剖実習のため、 00大学病院に送られた。

存命中の通信： 被執行者の実家には、年老いた実母と妹がいた。被執行者と母との間

に何回かの面会があった。

特記事項： 過去の悪行を悔い、同人は当所において宗教的な誠実さと感謝を持って人

生を過ごしていた。

TTITK 

1948年12月28日

- 514 - (2206) 

名古屋刑務所長

よしだ こうき



死刑執行始末書56件の紹介

●死刑執行始末書【整理番号 132】

写

名古屋刑務所

宛先： 法務庁矯正保護局長 古橋浦四郎様

差出人： 名古屋刑務所長 よしだ こうき

件名： 執行に関する報告

氏名： T. Y. 

生年月日： 1916年 4月00日。 《訳者注： 32歳〉

本籍地： 00市00区00町〇丁目 xx番地。

現住所： 住所不定。

職業： 無職。

罪名： 強盗殺人。

判決日及び裁判所：

第 1審： 1947年 9月29日 名古屋高等裁判所。

第マ2畜： 1947年 9月30日 最高裁判所。

第3審及び確定判決： 1948年 5月30日 最高裁判所。

前科： 4犯。

執行日： 1948年12月10日午後1時18分名古屋刑務所。

執行立会者： 名古屋高等検察庁検察官 000 000。
名古屋高等検察庁事務官 000 000。

1948年12月24日

？ 

（上告棄却）

遺体の取扱： 遺体は、存命中の被執行者の意思により、解剖実習に用いるために00
大学病院へ送られた。

存命中の通信： 面会はなかったものの、実兄の000 000と被執行者の間に数回

の手紙のやり取りがあった。

特記事項：

なし。

TTITK 

1948年12月28日

- 515 - (2207) 

名古屋刑務所長

よしだ こうき



関法第63巻第6号

●死刑執行始末書【整理番号 133】

大阪拘置所

1948年12月17日

宛先： 法務庁矯正保護局長 古橋浦四郎様

差出人： 大阪拘置所所長 ほんだせいいち

件名： 執行に関する報告

氏名： M.K. 

生年月日： 1916年 7月00日。 〈訳者注： 32歳〉

本籍地： 00市00区00町〇丁目 xx番地。

現住所： 住所不定。

職業： 無職。

罪名： 強盗致死。
（ママ）

判決日及び裁判所： 第 1審、 1947年12月11日 大阪高等裁判所。
（ママ）

第 2審及び判決確定、 1947年12月18日 上告取下げ。

前科： なし。

執行日： 1948年12月15日午前10時32分～午前10時47分。

執行立会者： 大阪高等検察庁検察官 000 000。

大阪高等検察庁事務官 000 000。

遺体の取扱： 被執行者の意思と家族の申出により、遺体は00大学医学部に送られ

t~ ~o 

存命中の通信： 被執行者の実家には、兄がいた。同人の兄と被執行者との間に数回

の面会及び通信があった。

特記事項： 同人の過去の悪行を悔い、宗教的誠実さと拘置所への感謝を持って残さ

れた人生を過ごしてきた。

TI?. E. 7 /1/49 

- 516 - (2208) 

大阪拘置所所長

ほんだせいいち



死刑執行始末書56件の紹介

●死刑執行始末書【整理番号 134】

宮城刑務所

宛先： 法務庁矯正保護局長 古橋浦四郎様

差出人： 宮城刑務所長かわかみ けん

件名： 執行に関する報告

氏名： R.H. F. 

生年月日： 1921年 6月00日。 《訳者注： 27歳〉

本籍地： 朝鮮00道00府、詳細不明。

現住所： 住所不定。

職業： 無職。

罪名： 殺人及び銃砲火薬類取締法違反等。

判決日及び裁判所： 第 1審、 1947年 4月11日 甲府地方裁判所。

第 2審、 1947年11月12日 東京高等裁判所。

1948年12月20日

第 3審及び判決確定、 1948年 5月27日 最高裁判所、上告棄

却。

前科： なし。

執行日： 1948年12月20日午前10時10分～午前10時23分宮城刑務所。

執行立会者： 仙台地方検察庁検察官 000 000。

仙台地方検察庁事務官 000 000。

遺体の取扱： 00県00郡00村に居住する被執行者の知人に対して遺体を引き取る

よう電報が送られた。 しかし、返答はなかった。それゆえ、遺体は00

大学医学部に送られた。

存命中の通信： 被執行者と知人の間に数回の面会があった。

特記事項： なし。

IT I?. E. 7 /1/49 

- 517 - (2209) 

宮城刑務所長

かわかみかん



関法第63巻第 6号

●死刑執行始末書【整理番号 135】

名古屋刑務所

宛先： 法務庁矯正保護局長 古橋浦四郎様

差出人： 名古屋刑務所長 よしだ こうき

件名： 執行に関する報告。

氏名： K. K. 

生年月日： 1924年 7月00日。 〈訳者注： 24歳〉

本籍地： 00県00郡00村大字OOXX番地。

現住所： 住所不定。

職業： 無職。

罪名： 殺人及び放火未遂。

判決日及び裁判所：第 1審、 1947年 6月2日 津地方裁判所。

1948年12月23日

第 2審及び確定判決、 1947年 8月14日 控訴取下げ。

前科 ： 2犯。
（ママ）

執行日： 1948年12月20日午後10時41分 名古屋刑務所。

執行立会者： 津地方検察庁検察官 000 000。

津地方検察庁事務官 000 000。

遺体の取扱： 被執行者の意思及び家族の要望により、遺体は、監獄法施行規則179条

に従い、解剖実習のため、 00大学病院に送られた。

存命中の通信： 同人のおじとの間で何回かの面会がなされた。

特記事項： なし。

TIS. S. 7/1/49 

- 518 - (2210) 

名古屋刑務所長

よしだこうき



死刑執行始末書56件の紹介

●死刑執行始末書【整理番号 136】

広島刑務所

宛先： 矯正保護局長 古橋浦四郎様

差出人： すやま すえしち 広島刑務所長。

件名： 執行に関する報告。

氏名： I. I. 及び Y.S. こと R.K.-R. 

生年月日： 1903年 5月00日。 《訳者注： 45歳》

本籍地： 朝鮮00道00郡00面00里。

現住所： 住所不定。

職業： 無職。

罪名： 殺人及び窃盗。

判決日及び裁判所： 第 1審、 1947年 3月12日 大分地方裁判所。

第 2審、 1947年3月27日 福岡控訴院。

1948年12月24日

第 3審及び確定判決、 1947年 8月18日 最高裁判所上告取下

げ。

前科： l犯。

執行日： 1948年12月24日午前10時 8分～午前10時28分。

執行立会者： 広島地方検察庁検察官 000 000。

広島地方検察庁事務官 000 000。

遺体の取扱： 被執行者の遺体を引き渡すよう求める者がいなかったため、遺体は、監

獄法施行規則179条に従い、解剖実習のため、 00医科大学に送られた。

存命中の通信： 被執行者と知人との間に 1回面会がなされた。

特記事項： なし。

TIS. S. 7/1/49 

- 519 - (2211) 

広島刑務所長

すやま すえしち



関法第63巻第 6号

●死刑執行始末書【整理番号 137】

宮城刑務所

1949年2月8日

宛先： 法務庁矯正保護局長 古橋浦四郎様

差出人： 宮城刑務所長代理 しまむら かん

件名： 執行に関する報告

氏名： H. M. 

生年月日： 1912年11月00日。 〈訳者注： 36歳〉

本籍地： 00県00郡00村ooxx番地。

現住所： 同上。

職業： 石工。

罪名： 強盗殺人。

判決日及び裁判所： 第 1審、 1947年11月28日 宇都宮地方裁判所。第 2審、 1948

年 4月22日 東京高等裁判所。第 3審及び判決確定、 1948年

8月4日 上告棄却。

前科： なし。

執行日： 1949年 1月17日午前 9時33分～午前 9時47分宮城刑務所。

執行立会者： 仙台地方検察庁検察官 000 000。

仙台地方検察庁事務官 000 000。

遺体の取扱： 被執行者の意思により、遺体は00大学医学部に送られた。

存命中の通信： なし。

特記事項： なし。

? IS. E. 8/2/ 49 

- 520 - (2212) 

宮城刑務所長代理

しまむら かん



死刑執行始末書56件の紹介

●死刑執行始末書【整理番号 138】

大阪拘置所

1949年2月14日

宛先： 法務庁矯正保護局長 古橋浦四郎様

差出人： 大阪拘置所長 ほんだせいいち

件名： 執行に関する報告

氏名： S. T. 

生年月日： 1921年 8月00日。 《訳者注： 26歳》

本籍地： 00県00郡00町ooxx番地。

現住所： 同上。

職業： 保険業、勧誘員及び「リキシャ屋」。

罪名： 住居侵入及び強盗殺人。

判決日及び裁判所： 第 1審： 1946年12月27日 高松地方裁判所。

第 2審： 1947年 6月23日 大阪高等裁判所。

第 3審及び判決確定： 1948年 6月23日 最高裁判所。 （上

告棄却）

前科： なし。

執行日： 1948年 1月20日午前11時4分～午前11時19分大阪拘置所。

執行立会者： 大阪高等検察庁検察官 000 000。

大阪高等検察庁事務官 000 000。
遺体の取扱： 被執行者の遺体を引き渡すよう求める者はいなかった。存命中の被執行

者の意思により、遺体は00大学医学部に送られた。

存命中の通信： 同人の父は存命していなかったため、妹が数回同人に面会にやってき

た。

被執行者と家族との間には多数回の通信があった。

特記事項： なし。

TIS. E. 14/2/1949 

TITK 

- 521 - (2213) 

大阪拘置所所長

ほんだせいいち



関法第63巻第6号

●死刑執行始末書【整理番号 139】

大阪拘置所

1949年2月14日

宛先： 法務庁矯正保護局長 古橋浦四郎様

差出人： 大阪拘置所長 ほんだせいいち

件名： 執行に関する報告

氏名： T. 0. 

生年月日： 1924年 2月00日。 〈訳者注： 24歳〉

本籍地： 00県00郡00町ooxx番地。

現住所： 00県00郡00町00。
職業： 大工。

罪名： 住居侵入及び強盗殺人。

判決日及び裁判所： 第 1審： 1946年12月27日 高松地方裁判所。

第 2審： 1947年 6月23日 大阪高等裁判所。

第 3審及び判決確定： 1948年 6月23日 最高裁判所。 （上

告棄却）

前科： なし。

執行日： 1949年 1月21日午前11時3分～午前11時14分大阪拘置所。

執行立会者： 大阪高等検察庁検察官 000 000。
大阪高等検察庁事務官 000 000。

遺体の取扱： 遺体は、存命中の被執行者の意思により、 00大学医学部に送られた。

存命中の通信： 同人の母は死亡している。弟及び妹並びに妻は当所から相当遠方に居

住しているため、面会はなかったものの、家族との間に手紙による通信が多数回

あった。それゆえ、家族の間には親密な関係があった。

特記事項： なし。

TIS. E. 14/2/49 

TITK 

- 522 - (2214) 

大阪拘置所長

ほんだせいいち



死刑執行始末書56件の紹介

●死刑執行始末書【整理番号 140】

大阪拘置所

宛先： 矯正保護局長古橋浦四郎様

差出人： 大阪拘置所長 ほんだせいいち

件名： 執行に関する報告

氏名： S.S. 

生年月日： 1917年 3月00日。 《訳者注： 31歳〉

本籍地： 00県00市00町xx番地。

現住所： 神戸刑務所収監中。

職業： なし。

罪名： 殺人。
（ママ）

判決日及び裁判所： 第 1審、 1948年 7月 1日 大阪高等裁判所。
（ママ ）

1949年3月9日

第 2審及び判決確定、 1948年 7月 7日 上告取下げ。

前科： 7犯。

執行日： 1949年 2月18日午前10時42分～午前10時57分大阪拘置所。

執行立会者： 大阪高等検察庁検察官 000 000。

大阪高等検察庁事務官 000 000。

遺体の取扱： 被執行者の遺体を引き取ることを求める者がなく、存命中の被執行者の

意思により遺体は00大学医学部に送られた。

存命中の通信： 被執行者の実家には、兄と妹がいた。実家が遠方であったため、面会

は全くなかったものの、兄と被執行者との間に通信がしばしば行われ

た。

特記事項： なし。

T /S.E. 9/3/ 49 

【手書きの文書】

- 523 - (2215) 

大阪拘置所長

ほんだせいいち



関法第63巻第6号

●死刑執行始末書【整理番号 140】 （原本）

- 524 - (2216) 



死刑執行始末書56件の紹介

- 525 - (2217) 



関法第63巻第6号

●死刑執行始末書【整理番号 141】

広島刑務所

1949年3月25日

宛先： 法務庁矯正保護局長 古橋浦四郎様

差出人： 広島刑務所長 こまだ やすなが

件名： 死刑執行に関する報告

氏名： M.K. 

生年月日： 1915年 6月00日。 〈訳者注： 33歳〉

本籍地： 00県00市00町xx番地。

現住所： 住所不定。

職業： 無職。

罪名： 強盗殺人。

判決日及び裁判所：

第 1審： 1947年 7月31日 広島地方裁判所呉支部。

第2審： 1948年 5月21日 広島高等裁判所。

第 3審及び判決確定： 1948年 6月21日 最高裁判所上告取下げ。

前科： 2犯。

執行日： 1949年 3月25日午前 9時54分～午前10時6分広島刑務所。

執行立会者： 広島高等検察庁検察官 000 000。
広島高等検察庁事務官 000 000。
遺体の取扱： 我々は広島警察署を通じて同人の父が被執行者の遺体を受け取ることが

できるか否か尋ねた。 しかし、同人の父はそのような意思を有していなかった。そ

れゆえ、遺体は00大学医学部に送られた。

存命中の通信： 実家には同人の父、弟及び妹がいた。彼らは、同人の存命中、同人に

会うために 5回訪れ、同人に対して19回手紙を書いた。

同人の知人も同人に何回か手紙を書いた。

特記事項： なし。

広島刑務所長

こまだ やすなが

- 526 - (2218) 



死刑執行始末書56件の紹介

●死刑執行始末書【整理番号 142】

（翻訳）

福岡刑務所

(1949年 5月28日に P.B. に送達）

宛先： 法務庁矯正保護局長 古橋浦四郎様

差出人： 福岡刑務所長 あらまき せいしゅう

件名： 執行に関する報告

氏名： KS. こと KS.

年齢： 34歳。

本籍地： 朝鮮00道00郡00面00堂番地不明。

現住所： 00市00町00飯場。

職業： 無職。

罪名： 強盗殺人。

判決日及び裁判所：

第 1審： 1946年 1月 松山地方裁判所。

第 2審： 1946年9月13日 広島高等裁判所。

第 3審及び確定判決： 1947年 1月25日 最高裁判所上告棄却。

前科： なし。

執行日： 1949年4月30日午前10時00分～午前10時?8分福岡刑務所。

執行立会者： 福岡地方検察庁検察官 《職名〉 000 000。

福岡地方検察庁事務官 000 000。

遺体の取扱： 誰も引き取りを求めなかったため、被執行者の意思により、遺体は火葬さ

れ、刑務所の墓地に埋葬された。

存命中の通信： なし。

特記事項： なし。

福岡刑務所長

あらまき せいしゅう

TTITK 

- 527 - (2219) 



関法第63巻第6号

●死刑執行始末書【整理番号 143】

札幌刑務所 1949年6月20日付

宛先： 法務総裁殖田俊吉様

差出人： 札幌刑務所長 はまだみのる

件名： 執行に関する報告

氏名： S. A. 

年齢： 28歳。

本籍地： 北海道〇〇郡00村ooxx番地。

現住所： 北海道00郡00村00町〇丁目0番0号。

職業： 炭鉱夫。

罪名： 強盗殺人及び傷害未遂。

判決： 死刑、 1947年7月7日 札幌地方裁判所（第 1審）。

死刑、 1948年6月30日 札幌高等裁判所。

前科： なし。

執行日： 1949年6月10日午前10時20分札幌刑務所。

執行立会者： 札幌高等検察庁検察官 000 000。

札幌高等検察庁事務官 000 000。

遺体の取扱： 被執行者の意思により、遺体は00大学医学部に送られた。

TT/TK 

存命中の通信： 被執行者と家族の間で多くの通信がなされた。

特記事項： なし。

- 528 - (2220) 

札幌刑務所長

はまだみのる



死刑執行始末書56件の紹介

●死刑執行始末書【整理番号 144】

札幌刑務所 （矯正保護局連絡係員 T.くらたにより

1949年8月19日に P.B. に送達）

宛先： 法務総裁殖田俊吉様

差出人： はまだ みのる 札幌刑務所長

件名： 死刑執行に関する報告

氏名： (K. S. こと） K. S. G. 

年齢： 28歳。

本籍地： 朝鮮00道00郡00面ooxx番地。。

現住所： 北海道00郡00村00町xx番地00番00号。

職業： 炭鉱の運搬夫。

罪名： 強盗殺人、傷害未遂。

判決日及び裁判所：

第 1審： 1947年 7月7日 札幌地方裁判所死刑。

第 2審： 1947年 9月23日 控訴取下げ。

前科： なし。

執行日： 1949年6月10日午前11時35分札幌刑務所。

執行立会者： 札幌地方検察庁検察官 000 000。

札幌地方検察庁事務官 000 000。

遺体の取扱： 存命中の被執行者の意思により、被執行者の遺体は00大学へと送られ

た。

存命中の通信： 両親の住所は知れていたものの、被執行者には（法的には婚姻してい

ない）妻があり、その間で緊密な関係を築いた。面会は、同人の妻と知人との間で

数回なされた。

特記事項： なし。

はまだ みのる 札幌刑務所長

- 529 - (2221) 



関法第63巻第6号

●死刑執行始末書【整理番号 145】

大阪拘置所

1949年 7月27日

宛先： 法務総裁殖田俊吉様

差出人： 大阪拘置所長

件名： 執行に関する報告

氏名： S. 0. 

年齢： 25歳。

本籍地： 00市00区00町xx番地。

罪名： 強盗殺人及び殺人。

判決日： 1947年9月20日 大阪高等裁判所死刑判決。

判決確定： 1947年 9月26日。

前科： なし。

執行日： 1949年7月19日午前10時44分大阪拘置所。

執行立会者： 大阪高等検察庁検察官 000 000。

大阪高等検察庁事務官 000 000。

遺体の取扱： 存命中の被執行者の意思により、遺体は00大学に送られた。

存命中の通信： 被執行者と同人の家族の間の通信は非常に多くなされた。

特記事項： なし。

- 530 - (2222) 

大阪拘置所長

ほんだせいいち



死刑執行始末書56件の紹介

●死刑執行始末書【整理番号 146】

福岡刑務所

(1949年 8月19日に P.B. に送達）

宛先： 矯正保護局長 古橋浦四郎様

差出人： 福岡刑務所長 あらまき せいしゅう

件名： 執行に関する報告

本籍地： 00県00郡00村ooxx番地。

現住所： 00県00郡00町ooxx番地 00方。

氏名： H.A. 

年齢： 30歳。

職業： トラック運転手。

罪名： 強盗殺人及び死体遺棄。

判決及び裁判所： 第 1審： 死刑： 1946年12月28日 熊本地方裁判所。

第 2審： 死刑： 1947年 7月15日 福岡高等裁判所。

第 3審： 死刑： 1948年 9月7日 最高裁判所。

前科： なし。

執行日： 1949年7月19日午前10時45分福岡刑務所。

執行立会者： 福岡地方検察庁検察官 000 000。

福岡地方検察庁事務官 000 000。

遺体の取扱：

， 
（上告棄却）

存命中の被執行者の意思により、被執行者の遺体は00大学へと送られた。

存命中の通信：

存命中、被執行者は父、兄及び知人と数回の面会を行った。

特記事項： なし。

福岡刑務所長

あらまき せいしゅう

- 531 - (2223) 



関法第63巻第6号

●死刑執行始末書（整理番号 147】

(1949年8月19日に P.B. に送達）

宮城刑務所

1949年7月23日

宛先： 矯正保護局長古橋浦四郎様

差出人： 宮城刑務所長 くもん たけし

件名： 執行に関する報告

氏名： H.K. 

年齢： 30歳。

本籍地： 00市00区OOXX番地。

現住所： 00市00区00町xx番地。

罪名： 強盗、殺人、窃盗、住居侵入、強盗、公務執行妨害及び殺人未遂、銃砲等所

持禁止令違反。

判決日及び裁判所：

第 1審： 1948年5月25日 横浜地方裁判所横須賀支部。
（ママ）

第 2審： 1948年7月23日 東京高等検察庁 （控訴取下げ）

前科： 脅迫及び傷害のため横浜地方裁判所により懲役 1年10月。

執行日： 1949年7月20日午前 9時34分宮城刑務所。

執行立会者： 宮城検察庁事務官 000 000。

宮城検察庁検察官 000 000。

遺体の取扱： 被執行者の遺体は、 00市00区で暮らしている同人の父に引き渡され

た。

存命中の通信： 面会： 母と33回、妻と40回、おじと 1回、父と 2回、弟と 2回。

特記事項： なし。

- 532 - (2224) 

宮城刑務所長

くもんたけし



死刑執行始末書56件の紹介

●死刑執行始末書【整理番号 148】

大阪拘置所

1949年 7月27日

宛先： 法務総裁殖田俊吉様

差出人： 大阪拘置所長 ほんだせいいち

件名： 執行に関する報告

氏名： K.S. 

現住所： 00市00区00町xx番地。

年齢： 25歳。

罪名： 強盗殺人。

判決日及び裁判所： 1947年 9月20日 大阪高等裁判所死刑。

1949年 3月9日 最高裁判所死刑。 （上告，棄却）

前科： なし。

執行日： 1949年 7月20日午前10時32分大阪拘置所。

執行立会者： 大阪高等検察庁検察官 000 000。

大阪高等検察庁事務官 000 000。

(1949年8月20日に

P. B. に送達）

遺体の取扱： 存命中の被執行者の意思により、被執行者の遺体は00大学医学部に

渡された。

存命中の通信： 被執行者と同人の母との間に 7回の面会が行われた。

特記事項： なし。

- 533 - (2225) 

大阪拘置所長

ほんだせいいち



関法第63巻第6号

●死刑執行始末書【整理番号 149】

福岡刑務所

1949年 7月26日 (1949年 8月19日に P.B. に送達）

宛先： 矯正保護局長 古橋浦四郎様

差出人： 福岡刑務所長 あらまき せいしゅう

件名： 執行に関する報告

氏名： T.H. 

年齢： 26歳。

本籍地： 00県00郡00町ooxx番地。

現住所： 住所不定。

職業： 無職。

罪名： 強盗、強姦、住居侵入及び強盗殺人。

判決： 第 1審： 1947年12月27日 福岡地方裁判所死刑。

第 2審： 1948年 5月8日 福岡高等裁判所死刑。

第 3審： 1948年12月16日 最高裁判所死刑 （上告棄却）

前科：

1. 住居侵入及び窃盗懲役 2年以上 4年以下 1940年 7月24日 直方区裁

判所判決。

2. 窃盗懲役 4年 1946年 3月5日 飯塚区裁判所判決。

3. 窃盗懲役 2年 1947年10月11日 長崎地方裁判所大村支部判決。

執行日： 1949年 7月21日午前10時50分福岡刑務所。

執行立会者： 福岡高等検察庁検察官 000 000。
福岡高等検察庁事務官 000 000。

遺体の取扱： 被執行者の意思により、被執行者の遺体は火葬された。遺骨は00県
00市00に居住する000 000に渡された。

存命中の通信： 家族との通信はなかった。

000 000は面会及び通信を行い、大変親密な関係を保っていた。被執行者

は同女を母のように慕っていた。

特記事項： なし。

福岡刑務所長

あらまき せいしゅう

- 534 - (2226) 



死刑執行始末書56件の紹介

●死刑執行始末書【整理番号 150】

福岡刑務所

1949年 8月3日 (1949年8月22日に P.B. に送達）

宛先： 矯正保護局長古橋浦四郎様

差出人： 福岡刑務所長 あらまき せいしゅう

件名： 執行に関する報告

氏名： T.A. 

年齢： 31歳。

本籍地： 00県00市00町xx番地。

現住所： 00市00町。

職業： 労務者の長。

罪名： 強盗殺人、死体遺棄及び強盗。

判決日 ：

第 1審： 1947年6月19日 広島地方裁判所呉支部死刑。

第 2審： 1947年11月25日 広島高等裁判所死刑。

第 3審： 1948年7月14日 最高裁判所上告棄却。

前科： なし。

執行日： 1949年7月26日午前10時53分福岡刑務所。

執行立会者： 福岡地方検察庁検察官 000 000。

福岡地方検察庁事務官 000 000。

遺体の取扱： 被執行者の意思により、遺体は00大学医学部に送られた。

存命中の通信： 被執行者と両親及び妻との間に約10回の面会がなされた。

特記事項： なし。

福岡刑務所長

あらまき せいしゅう
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関法第63巻第 6号

●死刑執行始末書【整理番号 151】

福岡刑務所

宛先： 矯正保護局長古橋浦四郎様

差出人： 福岡刑務所長 あらまき せいしゅう

件名： 執行に関する報告

氏名： K. M. 

年齢： 24歳。

本籍地： 00県00郡00村OOXX番地。

現住所： 同上。

職業： 日雇い労働者。

罪名： 尊属殺及び死体遺棄。

判決日及び裁判所：

第 1審： 1947年 5月23日 広島地方裁判所。

第 2審： 1947年 8月25日 広島高等裁判所。

第3審： 1948年 3月12日 最高裁判所 （上告棄却）。

前科： なし。

執行日： 1949年7月27日午前10時30分。

執行立会者： 福岡地方検察庁検察官 000 000。

福岡地方検察庁事務官 000 000。

遺体の取扱： 被執行者の遺体を受け取ることを求める者がいなかったため、被執行者

の遺体は00大学医学部へ送られた。

存命中の通信： なし。

特記事項： なし。

福岡刑務所長

あらまき せいしゅう

TITK 
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死刑執行始末書56件の紹介

●死刑執行始末書【整理番号 152】

福岡刑務所

宛先： 矯正保護局長古橋浦四郎様

差出人： 福岡刑務所長 あらまき せいしゅう

件名： 執行に関する報告

氏名： s. s. 
年齢： 24歳。

本籍地： 00県00郡00町ooxx番地。

現住所： 00市00町〇丁目 xx番地 00方。

職業： 無職。

罪名： 強盗殺人。

判決日及び裁判所：

第 1審 ： 1947年7月30日 長崎地方裁判所。

第 2審： 1948年 1月27日 福岡高等裁判所。

第 3審： 1948年10月21日 最高裁判所。 （上告棄却）

前科： なし。

執行日： 1949年7月28日午前11時00分福岡刑務所。

執行立会者： 福岡高等検察庁検察官 000 000。

福岡高等検察庁事務官 000 000。

遺体の取扱：

被執行者の遺体は火葬され、遺骨は00市00町xx番地に居住する兄のO

00 000に引き渡された。

存命中の通信：

被執行者は同人の兄弟及び両親と約50回面会した。

特記事項：

なし。
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福岡刑務所長

あらまき せいしゅう



関法第63巻第6号

●死刑執行始末書【整理番号 153】

大阪拘置所

1949年11月10日

宛先： 矯正保護局長 古橋浦四郎様

差出人： 大阪拘置所長 玉井策郎

件名： 執行に関する報告

氏名： K. Y. 

年齢： 45歳。

本籍地： 00府00郡00村大字OOXX番地。

現住所： 住所不定。

職業： 無職。

罪名： 強盗殺人。

判決日及び裁判所：

第 1審： 1947年10月7日 大阪地方裁判所。

第 2審： 1948年 2月5日 大阪高等裁判所。

第 3審： 1949年2月1日 最高裁判所。 （上告棄却）

(1949年11月18日に

P. B. に送達）

前科： 1. 傷害 ： 罰金50円。 2. 傷害 ： 懲役 3月。 3. 賭博、銃砲火薬類取締法

違反、漁業法施行規則違反： 罰金80円。

執行日： 1949年11月9日午前10時40分～午前10時56分18秒。

執行立会者：

大阪高等検察庁検察官 000 000。
大阪高等検察庁事務官 000 000。

遺体の取扱：

同人の家族の求めにより、被執行者の遺体は家族の元に送られた。

存命中の通信： 00県に居住する同人の家族には、同人の妻及び長子がいる。同人の

妻らは大阪から遠方であるにもかかわらず同人が存命中に同人に会うために大阪に

やってきた。大阪に居住する兄弟も同人に会うために頻繁にやってきた。被執行者

と彼らとの間に非常に多くの通信や面会がなされ、存命中には密接な関係があった。

特記事項： 執行前に同人は過去の犯罪に対する反省の中で、同人の最期から得るもの

がないことを非難し、後に残される同人の妻及び息子が哀れであり、初めて心配に

なったものの、今や自らは改心しており、言い残すことはないと述べた【英文の意味

がやや不明な箇所がある】。
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大阪拘置所長

玉井策郎



死刑執行始末書56件の紹介

●死刑執行始末書【整理番号 154】
大阪拘置所

1949年11月19日

宛先： 矯正保護局長古橋浦四郎様

差出人： 大阪拘置所長 玉井策郎

件名： 執行に関する報告

氏名： AT. 

年齢： 26歳。

本籍地： 00県00郡00村ooxx番地。

現住所： xx番地。

職業： 農業。

罪名： 強盗殺人。

判決日及び裁判所：

第 1審： 1948年 2月24日 神戸地方裁判所洲本支部。

第 2審： 1948年 9月29日 大阪高等裁判所。

確定： 1948年10月5日。

前科： なし。

執行日： 1949年11月18日午前10時59分30秒～午前11時14分48秒。

執行立会者：

大阪高等検察庁検察官 000 000。
大阪高等検察庁事務官 000 000。

(1949年11月30日に

P. B. に送達）

遺体の取扱： 被執行者の遺体を受け取ることを求める者が誰もおらず、解剖実習の必

要を満たすためにとの存命中の被執行者の要望により、被執行者の遺体は00大学

医学部に送られた。

存命中の通信：

同人には長子がいた。他に祖父母、両親、 3人の弟及び妹がいた。彼らは当所から

遠方に居住していたため、面会はなかった。 しかし、第 1審審理中、被執行者と同

人の家族との間に多くの面会がなされ、親密な関係があった。

特記事項： 執行前に同人は、同人の後に何も残らないと述べるとともに、当所の職員に

対し長きにわたる世話へのお礼を述べた。そして、秋の朝にこの世界を後にして【文

字不鮮明のため判読不能】楽しくなるようなこの世界を後にするという日本の31文

字の詩に遺言を残した。
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大阪拘置所長

玉井策郎



関法第63巻第 6号

●死刑執行始末書【整理番号 155】

札幌刑務所

1949年12月15日

宛先： 矯正保護局長古橋浦四郎様

差出人： 札幌刑務所長 はまだみのる

件名： 執行に関する報告

氏名： N.T. 

年齢： 22歳。

本籍地： 北海道00郡00村字ooxx番地。

現住所： 北海道00郡00町00市場内。

職業： 漁業。

罪名： 強盗致死。

判決日及び裁判所：

第 1審： 1948年 2月 9日 札幌地方裁判所。

第2審： 1948年 7月21日 札幌高等裁判所。

判決確定： 1948年 7月27日。

(T. くらたにより

1949年 1月19日に

P. B. に送達）

前科： 窃盗のため1946年 9月5日に釧路地方裁判所により懲役 1年。

執行日： 1949年12月2日午前11時20分～午前11時33分03秒。

執行立会者：

札幌高等検察庁検察官 000 000。
札幌高等検察庁事務官 000 000。

遺体の取扱： 存命中の被執行者の要望により、被執行者の遺体の引き取りを知らせる

目的で電報が00郡00村字00に居住する兄に送られた。 しかし、同人の兄から

は何の返答もなかったため、我々は00郡00村字00に居住する同人の父に知ら

せることとしたところ、同人の父から自らは当所に赴くことができず、我々の指揮

に完全に任せるとの返答を得た。そのため、我々は当所の墓地に埋葬した。

存命中の通信： 00刑務支所収容中、同人の父、兄、妹と被執行者との間に親密な関

係による多くの面会と通信がなされた。

特記事項： 執行される際、同人は平静を保ち、同人の過去の犯罪を深く悔いながら、

この世を去った。
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札幌刑務所長

はまだみのる



死刑執行始末書56件の紹介

●死刑執行始末書【整理番号 156】

札幌刑務所

1949年12月27日

宛先： 矯正保護局長 古橋浦四郎様

差出人： 札幌刑務所長 はまだ みのる

件名： 執行に関する報告

氏名： B.M. 

年齢： 23歳。

本籍地： 東京都00区00町〇丁目 xx番地。

現住所： 住所不定。

職業： 無職。

罪名： 強盗致死及び強盗強姦殺人。

判決日及び裁判所：

第 1審： 1948年 4月24日 札幌地方裁判所。

判決確定： 1948年 5月 2日。

(T. くらたにより

1950年 1月16日に

P. B. に送達）

前科： 窃盗のため1946年 9月25日東京地方裁判所により懲役 1年 6月執行猶予 3年。

執行日： 1949年12月15日午前11時22分～午前11時37分20秒。

執行立会者：

札幌地方検察庁検察官 000 000。
札幌地方検察庁事務官 000 000。
札幌地方検察庁事務官 000 000。

遺体の取扱： 存命中の被執行者の要望により、被執行者の死後の髪は本籍に居住する

同人の父000 000に送られ、被執行者の遺体は解剖実習のために00大学医

学部に送られた。

存命中の通信： 同人の家族は父、母、兄、同人の 4人からなっていた。同人の両親は

同人を優しく愛していた。同人の収容されている当所からは大変遠くに居住してい

たため、面会はなかったものの、被執行者と家族との間には親密な関係による大変

多くの通信があった。

特記事項： 被執行者の共犯者は、無期懲役とされていた。同人が執行されたとき、共

犯者は冷静であり、落胆しているようには全く見えなかった【一部文字不鮮明のた

め意味不明確】。
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札幌刑務所長

はまだみのる



関法第63巻第6号
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